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甲佐町持続可能な観光地域づくり事業に係る業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

本町では、魅力的かつ持続可能なまちづくりを進めるために甲佐町の多様な資源等

を活かした観光アクションプランを作成し、来町者の利便性の向上を図るとともに、

インバウンドの受入れを見据えた対策や効果的な情報発信を行うことで、地域一体と

なった持続可能な観光地域の仕組みづくりを構築する必要があることから、本委託業

務を行うものである。本要領は、甲佐町持続可能な観光地域づくり事業業務委託（以

下「本業務」という。）の契約の相手方となる事業者を公募型プロポーザル方式（以下

「プロポーザル」という。）で選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業 務 名 

甲佐町持続可能な観光地域づくり事業業務委託 

⑵ 業務内容 

別紙「甲佐町持続可能な観光地域づくり事業業務委託仕様書」のとおり 

⑶ 委託期間 

契約締結日から令和８年（2026年）３月19日（木）まで 

⑷ 委託者 

甲佐町 代表者 甲佐町長 甲斐高士 

⑸ 委託見積限度額 

金３，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※提案内容に関わらず、この限度額を超える提案は無効とする。 

 

３ 参加資格 

参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立

てがなされている事業者でないこと。 

⑶ 国、地方公共団体又は甲佐町から指名停止措置を受けていないこと。 

⑷ 国税、地方税等を滞納していないこと。  

⑸ 甲佐町暴力団排除条例（平成23年甲佐町条例第７号）第２条第１号に規定する暴

力団又は同条第２号に規定する暴力団員等関係者でないこと。 

⑹ 過去３年度以内（令和４～６年度）に、持続可能な観光地域づくり事業に係る業

務の受注実績を１件以上有すること。 

 

４ スケジュール 

内  容 期  間 

公募・質問受付開始  令和７年7月28日（月） 

質問受付締め切り 令和７年8月５日（火） 午後５時まで 
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質問に対する回答 令和７年８月７日（木）（予定） 

参加申込書提出期限 令和７年８月13日（水） 午後５時まで 

企画提案書提出期限 令和７年８月21日（木） 午後５時まで 

第一次審査（書類審査）結果通知 ※ 令和７年８月25日（月） 

第二次審査（プレゼンテーション） 
令和７年８月28日（木） 

※オンラインによるプレゼンテーションも可 
 

審査結果通知 令和７年９月初旬予定  

契約締結・受託業務開始 令和７年９月上旬予定  

※令和７年８月13日（水）午後５時の時点で、参加申し込み事業者が６者未満の場合、

一次審査は実施しない。 

 

５ 質問及び回答 

本実施要領及び仕様書に関して不明な点がある場合には、質問用紙（様式第７号）

に記載し、電子メールで提出すること。また、提出時には、別途電話により提出先へ

電子メールの受信確認を行うこと。 

⑴ 提出期限 

令和７年８月５日（火）午後５時まで 

⑵ 提出先  

甲佐町役場 地域振興課 商工観光係  chiiki02@kosa.kumamoto.jp 

電話 096-234-1154（直通）/ 096-234-1111（代表） 

⑶ 提出時のメールタイトル   

【○○（社名）】甲佐町持続可能な観光地域づくり事業業務委託に関する質問 

⑷ 回答方法 

回答はホームページにて公表する。ただし、質問内容が質問者固有の提案内容に

密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する場合がある。 

 

６ 参加申込み  

参加を希望する者は、期限までに次の書類を提出しなければならない。  

⑴ 提出書類 

① プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

② 誓約書（様式第２号） 

③ 会社概要等（様式第３－１号） 

④ 登記簿謄本の写し（提出日の３ヶ月以内に発行されたもの） 

⑤ 登記簿謄本に掲載されている役員名簿一覧（様式３－２号） 

⑥ 国税、地方税（都道府県税・市町村税）に未納がないことを証明する書類（３

ヶ月以内に発行されたもの） 

  ※①～⑥まで、各１部を提出すること。 

⑵ 提出期限 

令和７年８月13日（水）午後５時まで 

mailto:chiiki02@kosa.kumamoto.jp
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⑶ 提出先 

「13.問い合わせ先」に記載する担当窓口 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（提出期限必着） 

⑸ 辞退の場合 

プロポーザル参加申込書（様式第１号）を提出後、参加を辞退する場合は、速や

かに参加辞退届（様式第８号）を提出すること。  

  

７ 企画提案 

 参加申込書を提出した者は、次により企画提案書提出書（様式第４号）等を提出しな

ければならない。 

⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書提出書（様式第４号） 

  ② 業務に関する実績（様式第５－１号、様式第５－２号） 

③ 本業務の実施体制（様式第６号） 

④ 本業務における工程表（任意様式） 

  ⑤ 企画提案書（任意様式） 

⑥ 提案価格（任意様式） 

提案価格の作成にあたっては、下表の項目ごとに作成し、積算の内訳を記載す

ること。 

・観光地（ディスティネーション）としてのプロフィール作成 

・観光Ｗｅｂマーケティング調査の実施 

・観光アクションプランの作成 

・インバウンド・子ども連れ向けの飲食店メニューの作成 

・インバウンド対策、子ども連れ向け飲食店メニューのチラシの作成 

・Google Business profile の活用支援 

・その他 

 

⑵ 提出部数 

５部（正本１部、副本４部） 

⑶ 提出期限 

令和７年８月21日（木）午後５時まで  

⑷ 提出先 

 「13.問い合わせ先」に記載する担当窓口 

⑸ 提出方法  

持参又は郵送（提出期限必着） 

⑹ 編冊方法 

・提案書は、Ａ４判・縦型・横書き・片面印刷でＡ４判２穴ファイル等に編冊し、

目次及び頁番号をつけること。また、ファイル等の表紙及び背表紙には、タイトル

を「甲佐町持続可能な観光地域づくり事業業務委託プロポーザル企画提案書類」と

すること。 

  ・正確かつ簡潔な内容とし、過大なものとならないように留意すること。 
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８ 第一次審査（書類審査） 

 審査は、町が設置する「甲佐町持続可能な観光地域づくり事業に係る業務委託者選

定委員会」（以下「選定委員会」という。）の委員が行う。参加申し込み事業者が６者

以上の場合、委員において一次審査を実施し、第二次審査（プレゼンテーション）に

進む事業者（第二次審査対象者）を５者程度選定する。 

 ※参加申し込み事業者が６者未満の場合は一次審査を実施しない。 

 

⑴ 審査方法 

   提出書類に基づき、下表〈審査項目①〉により審査し、合計点数の高い順に第二

次審査対象者を５者程度選定する。 

〈審査項目①〉 

№ 審査項目 評価の視点 
配点

（点） 

1 

基本的事項 

業務実績 
過去３年度以内の類似業務（持続可

能な観光地域づくり事業）の実績は 
10 

30 

2 実施体制 
人員、経験年数は主体的に運営し履

行できる体制となっているか 
20 

3 内容評価 
スケジュール

管理 

期間内に確実に履行できる計画的な

スケジュールとなっているか 
20 10 

 合計 40 40 

 

⑵ 審査結果の通知 

審査の結果は、全参加申込事業者に対して電子メールにて通知する。 

なお、審査は厳正に行うことから、審査結果についての異議の申し立ては一切受

け付けない。 

 

９ 第二次審査（プレゼンテーション） 

⑴ 開催日時  

     令和７年８月28日（木） 

    詳細については別途連絡する 

⑵ 発表時間  

 １事業者あたり30分程度 

（プレゼンテーション20分以内、質疑応答10分程度）  

⑶ プレゼンテーションの方法 

・会場への入室は１事業者あたり３名以内とする   

  ・追加資料の配布は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用い

たプロジェクター投影による説明は可能とする。 

・プロジェクター、スクリーン、ＨＤＭＩケーブルは事務局で用意するが、提案事

業者において準備することも可とする。その他必要な機材等は各自用意すること。 

・プレゼンテーションについては、原則対面によるが、やむをえない理由による場

合は、事前に承諾を得た場合は、リモートでの参加も認めるものとする。 

⑷ 審査方法 
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提出書類及びプレゼンテーションの内容に基づき、下表〈審査項目②〉により選

定委員会にて審査する。 

審査員ごとの総評価点をもとに各提案事業者に順位をつけ、その順位による点数

を付し（以下「順位点」という）、順位点の合計が最高の者を契約予定者として選定

する。
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〈審査項目②〉 

№ 
審査項目 

審査基準 
配点

（点） 大項目 中項目 

1  
基本的

事 項  

業務実績  過去３年以内の、同種・類似の業務の実績は十分か 10 
30 

実施体制 人員、経験年数は主体的に運営し履行できる体制となっているか 20 

2  
内 容 

評 価 

スケジュール管理 期間内に確実に履行できる計画的なスケジュールとなっているか 20 

160 

アクションプラン① 
（プロフィール作成、マ

ーケティング調査） 

（1）「プロフィール作成」について、適切にデータを選定、分析したうえで、有効なア

クションプラン作成につながることが期待でき、かつ、次年度以降、プロフィールの見

直しを行えるように、本町内の施設等の定期的なデータ収集が簡便かつ確実に行える体

制について提案しているか。 

（2）「観光Ｗｅｂマーケティング調査」について、本町の観光資源や地点の、認知・興

味などの来訪可能性につながるような適切な調査分析の手法がとられており、有効なア

クションプランの作成につながる調査・分析であるか。 

20 

アクションプラン② 
（プランの作成） 

社会情勢や新たな社会の潮流、最新の動向などを踏まえたうえ、本町の現況、課題及び

地域の特性を的確に理解した優れた提案であり、今後の本町の効果的な観光地域づくり

が期待できる提案になっているか。 

40 

実証① 
（インバウンド対策・子

ども連れ対策） 

（1）「インバウンド対策、子ども連れ向けの飲食店メニューの作成」及び「デジタルチ

ラシ作成」について、手法や技術が優れているか。 

（2）（1）の実施に伴う結果が、データで集計し、改善点を含め今後の具体的な取り組

みにつながる分析を行われるか。 

30 

実証② 

（Google Business 

profile活用支援） 

（1）「Google Business profile の活用支援」について、手法や技術が優れており、オ

ンライン上で旅行者が求める鮮度の高い情報の継続的な掲載が期待できる提案となって

いるか。 

（2）（1）の実施に伴う結果が、データで集計し、改善点を含め今後の具体的な取り組

みにつながる分析が行われるか。 

20 

独自提案 
本業務の目的達成のため、有効な独自提案となっているか。（ただし、提案限度価格内

で実現可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。） 
30 

3  提 案 価 格 配分点×（最低価格/当該者の提案価格※） （※）小数点第２位以下四捨五入 10 10 

合計 200 
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〈順位点の考え方〉 

n＝提案事業者数 

m＝順位 

とする 

順位点＝n-(m-1)点 

（例）提案事業者が５者の場合 

１位の順位点 … 5-（1-1）＝5点 

５位の順位点 … 5-（5-1）＝1点 

 

⑹ 最低基準点 

   総評価点が配点(800点)の６割に満たない場合は、候補者から除外する。 

 ⑺ 候補者の選定 

審査の結果、順位点が最も高い者を第一位の候補者とする。なお、参加する者が１者

のみの場合、審査の結果においてすべての審査委員の評価点数が最低基準点（480点）を

満たすときは、当該提案者を候補者とする。 

⑻ 除外要件  

提案価格が予定価格を上回る場合は、選定の対象から除外するものとする。 

⑼ 順位点の合計が同点の場合の措置  

順位点が同点の場合は、総評価点から提案価格の評価点を除いた総評価点が最高の者

を第一候補者として決定する。 

⑽ 審査結果の通知 

審査の結果は、選定委員会終了後、各提案事業者に対して文書にて通知する、なお、

審査は厳正に行うことから、審査結果についての異議の申し立ては一切受け付けない。 

 

10 契約に関する事項 

⑴ 契約の締結 

審査の結果、原則契約予定者として決定した者と町との協議により契約を締結するが、

契約締結前の協議において両者が合意に至らなかった場合には、次点者と協議の上、契

約を締結する。 

⑵ 契約保証金 

   契約に際しては、甲佐町財務規則第71条の規定により、契約金額の100分の10以上の契

約保証金を納付すること。 

契約保証金の納入に関しては、町が発行する納入通知書により、支払期限までに金融

機関等に払い込むこと。ただし、甲佐町財務規則第72条に該当する場合、契約保証金を

免除する。 

 

11 失格事項  

参加者及び契約予定者と決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、プロポーザルの参加資格又は契約予定者の決定を取り消すものとする。 

⑴ 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出されたとき。 

⑵ 提案書作成に係る不正行為が認められたとき。 

⑶ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったとき。 

⑷ 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があったと

き。  

 

 

 



8  

  

 12 その他留意事項  

⑴ 提出書類の作成、提出に係る費用及びプレゼンテーションに要する費用は、提出者の

負担とする。 

⑵ 提出された書類等は、返却しない。 

⑶ 提出された書類は提案内容の審査及び契約予定者の特定以外の目的には使用しない。 

⑷ 提出された企画提案書等を了解なく公表、使用してはならない。 

⑸ 受託者は、本事業の実施に関する書類や会計帳簿等の整備に努め、事業完了後におい

ても５年間保存するものとする。 

⑹ 本要領に定めのない事項、あるいは疑義が生じた事項については、委託者と受託者の

協議によりこれを解決するものとする。 

⑺ 受託者は、本事業を一括して再委託することはできないものとする。ただし、書面に

より委託者の承諾を得たときはこの限りでない。 

⑻ 企画提案書の著作権は、その提案者を作成した者に帰属するものとするが、契約相手

となった者の企画提案書については、事前に通知することにより、本町が無償で使用で

きるものとする。 

 

13 問い合わせ先  

甲佐町役場 地域振興課 商工観光係 

住 所  〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地４（庁舎２階） 

電 話  096-234-1154（直通）/ 096-234-1111（代表） 

ＦＡＸ  096-234-3964 

Ｅ-mail  chiiki01@kosa.kumamoto.jp 

 


